
令和８年度江別市文書管理・電子決裁システム導入業務

公募型プロポーザル実施要領

令和８年５月

北 海 道 江 別 市



1

１ 業務の概要

(1) 業務名

令和８年度江別市文書管理・電子決裁システム導入業務

(2) 業務内容及び仕様

別添「令和８年度江別市文書管理・電子決裁システム導入業務仕様書（以下「仕

様書」という。）」のとおり

(3) 調達方法

公募型プロポーザル方式

(4) 履行期間

ア システム構築：契約締結日から令和９年３月３１日まで

イ 運用及び保守：令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで

※実際の本番運用開始時期については、協議の上、決定する。

※アとイの業務については、それぞれ別契約とする。

※運用及び保守に係る契約は、本件に係る新年度予算の不成立等があったと

きは、契約が締結できない可能性がある。この場合において、生じた損害

の賠償を請求することはできない。

(5) 提案上限額

９０，７１０千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

内訳

ア システム構築費用（仮稼働期間の運用保守含む。）４２，６８０千円

イ 運用保守費用（令和９年４月１日から５か年分）４８，０３０千円

※提案上限額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を

示すためのものであるが、経費見積書が提案上限額を超えた場合（内訳毎

の提案上限額を超えた場合を含む。）は、失格とする。

２ スケジュール

３ 参加資格要件

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている単独企

業又は共同事業体をはじめとした企業グループとする。ただし、グループで参加す

る場合は、グループを構成する全ての企業が次に掲げる全ての要件を満たしている

こと。なお、システム導入の主たる実施者となることが想定されるものが代表者と

なることを推奨する。

(1) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の

１ 実施要領等の公表 令和８年５月 ８日（金）

２ 質問書提出期限 令和８年５月１８日（月）１７時

３ 質問書回答の市ホームページ掲載 令和８年５月２５日（月）１７時

４ 参加表明書提出期限 令和８年５月２９日（金）１７時

５ 企画提案書提出期限 令和８年６月 ５日（金）１７時

６ 一次審査結果・二次審査実施通知（メール） 令和８年６月１７日（水）（予定）

７ 二次審査 令和８年６月２５日（木）（予定）

８ 二次審査結果通知（書面）

審査結果の市ホームページ掲載
令和８年７月１０日（金）（予定）

９ 契約締結 令和８年７月下旬（予定）
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申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生

法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を含む。）でないこと等、経営

状態が著しく不健全でない者であること。

(2) 会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく会社、特定非営利活動促進法（平

成 10 年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人又はその他の法人であって、

委託事業を的確に遂行するに足る能力を有する者であること。

(3) 暴力団（江別市暴力団排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。）又は

暴力団員（江別市暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。）若

しくは暴力団関係事業者（江別市暴力団排除条例第 7 条第 1 項に規定する暴力

団関係事業者をいう。）に該当しない者であること。

(4) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者であること。

(5) 国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。

(6) 市税（法人市民税及び固定資産税）に滞納がないこと。

(7) 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳМＳ）又はプライバシーマーク

の認証を取得していること。

(8) 同種の事業に対し、契約不履行行為等不法行為をしていないこと。

４ 質問の受付及び回答

本プロポーザルに関する質問又は疑義がある場合は、次のとおり行うこと。

(1) 受付期間

令和８年５月１８日（月）１７時まで

(2) 質問方法

質問書（様式６）に質問事項を記載の上、電子メールにより提出すること。

電子メール送付先：somu@city.ebetsu.lg.jp

※電子メールの送付後、総務部総務課に電話連絡（電話：011-381-1005）し、

電子メールの到着確認をすること。

(3) 回答方法

令和８年５月２５日（月）１７時までに本市ホームページに掲載する。

(4) その他

質問者の名称等については、公表しない。

評価に関する質問については、回答しない。

５ 参加表明書等の提出

本プロポーザルに参加する者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。

(1) 提出書類

ア 参加表明書（様式１）

イ 構成員調書（様式２）（グループで応募する場合に限る。）

ウ ＩＳМＳ認証又はプライバシーマーク認証の写し（構成事業者を含む。）

エ 令和７・８年度江別市競争入札参加資格者登録名簿に登載されていない者の

場合、次に掲げる書類（写し可。構成事業者を含む。）

① 履歴事項全部証明書

② 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）（直近２年度決算分）

③ 国税等の納税証明書 その３の３（法人税及び消費税及地方消費税）

④ 市税の納税証明書（法人市民税及び固定資産税）
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本市で課税がある場合（本市に本店・支店・営業所がある場合等）は本市

が発行する納税証明書を、本市で課税がない場合は、本店所在地の市町村が

発行する完納証明書又は法人市町村民税の納税証明書を提出すること。

※①、③、④に掲げる書類については、申請時において発行から３ヶ月以内で

あるものとし、③、④は、滞納の記載がないものに限る。

(2) 提出期限

令和８年５月２９日（金）１７時まで（必着）

(3) 提出先

〒067-8674 江別市高砂町６番地 江別市総務部総務課

(4) 提出方法

持参又は郵送とする

※持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、平日午前９時から午後５時

までを受付時間とする。郵送の場合は、書留その他の到達を確認できる方法

にすること。

(5) 提出部数

各１部

(6) 参加辞退

参加表明書提出後、辞退する場合は、参加辞退書（様式７）を提出すること。

６ 企画提案書等の提出

(1) 提出書類

ア 企画提案書

イ 機能評価表（様式３）

ウ 経費見積書

エ パッケージ実績書（様式４）

オ 業務実績書（様式５）

(2) 提出期限

令和８年６月５日（金）１７時まで（必着）

(3) 提出先

〒067-8674 江別市高砂町６番地 江別市総務部総務課

(4) 提出方法

持参又は郵送とする

※持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、平日午前９時から午後５時

までを受付時間とする。郵送の場合は、書留その他の到達を確認できる方法

にすること。

(5) 提出部数

(1)提出書類をア～オの順序で製本し、インデックスを付けＡ４ファイルで提

出すること。また、ファイルの表紙には「文書管理・電子決裁システム導入業務」、

「企画提案書」及び企画提案者名称を、背表紙には「企画提案書」及び企画提案

者名称を表示すること。

ア 正本１部

イ 副本８部

ウ 電子媒体（CD-R 等）
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７ 作成要領

(1) 企画提案書

ア 任意様式とし、Ａ４両面印刷で、表紙と目次を除き７０ページ以内で作成す

ること。

イ 構成上やむを得ない箇所はＡ３折りたたみ、片面印刷でも可とする。(ただ

し、ページは２ページと計算する。)

ウ 日本語で表記すること。（専門用語は除くが、必要に応じて用語解説を付す

こと。）

エ 通し番号を振り、目次を付けること

オ 次の表に掲げる事項について提案すること。ただし、開示できない内容が含

まれる場合は、理由を明記の上、可能な範囲で記載すること。

№ 項目 説明内容

１ 基本方針・導入実績等 ・本業務に対する基本的な考え方や関連する取組

について説明すること。

・提案パッケージの導入実績（自治体名、自治体

規模及び導入年度等）を説明すること（ただし、

令和８年４月１日時点で運用しているものに限

る。）。

・導入済団体における導入効果（費用、業務等）

の事例について説明すること。

２ 実施体制・スケジュール ・本業務の実施に当たり、必要十分な要員を確保

しているか、プロジェクトメンバーの経験等を

含めて説明すること。

・仮運用期間を含む運用開始期日までの各スケジ

ュールを記載し、その中で企画提案者と本市と

の役割分担を明確に説明すること。

３ システム概要及び機能 ・システムの概要や特徴について、業務効率を向

上させる仕組み及び運用等を含めて説明するこ

と。

・システムの利用者別の機能、仕様等の概要につ

いて説明すること。

・利用者や日々の業務に配慮した工夫、長所等に

ついて説明すること。

・提案するシステムにおいて強みとする機能やカ

スタマイズが必要となる機能について説明する

こと。

・電子的な監査（外部・内部）への対応方針につ

いて、システムの機能とあわせて説明すること。

４ システム構成 ・クラウドサーバにおけるハードウェアの構成と

本市側のネットワークとの接続について図を用

いて説明すること。

・ソフトウェアについて、必要となるソフトウェ

アや環境（ＯＳ、データベース、ブラウザ等）

を説明すること。

・データセンターや回線の概要を説明すること。
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・想定するデータ容量について説明すること。な

お、１文書又は１添付当たりの添付ファイルの

容量に上限を設ける場合は、あわせて説明する

こと。

５ システムの稼働環境 ・本市のネットワーク及び環境上、安定的かつ快

適に稼働するか説明すること。

・将来、ＰＣの入れ替えなど、稼働環境に変更が

生じた場合でも安定的に稼働するシステムか説

明すること。

・同時アクセス可能台数やアクセス数が増加した

際の対応、機器類の追加や変更への対応につい

て説明すること。

・１日の稼働時間、年間の稼働時間及び定期メン

テナンス時間等について説明すること。

６ セキュリティ対策 ・データのバックアップの方法、頻度等について

説明すること。

・ウイルス攻撃、不正コピー、データ改ざんなど

を防止するための情報セキュリティ対策につい

て説明すること。

・職員認証、利用者権限の設定（アクセス権設定）、

文書アクセス権限の設定等について説明するこ

と。

・アクセスログの管理機能について説明すること。

７ 導入支援 ・職員への研修や支援体制について説明すること。

・標準整備されている操作マニュアルに加え、本

市の職員用操作手順として想定されているマニ

ュアル等があれば、その内容について説明する

こと。

・その他提案できる内容があれば説明すること。

８ 保守及び運用サポート ・サポート体制について説明すること。

・システムの機能強化等に伴うバージョンアップ

を行った場合の対応及び要する費用について説

明すること。

・障害発生時の対応について説明すること。

・法改正時の対応について説明すること。

・通常時のほか、組織改編及び人事異動等におけ

る対応について説明すること。

９ 文書管理コンサルティング ・規定類の改正、文書分類の見直し、文書事務マ

ニュアル策定に係る支援策等について説明する

こと。

・その他提案できる内容があれば説明すること。

10 契約期間満了後の対応 ・契約期間満了後に再契約する場合及び他システ

ムに移行する場合のデータ移行及びデータ消去

の方法等の考え方について、想定される費用を

含めて説明すること。なお、契約期間満了後に
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(2) 経費見積書

ア 任意様式とし、Ａ４片面印刷とする。

イ 見積金額には、消費税、地方消費税及び仕様書に定める一切の費用を含める

こと。

ウ 「システム構築費用」と「運用保守費用」は、分けて記載すること。

エ 経費見積書には、総額のみの記載ではなく、内訳を記載し、見積もりの前提

条件等がある場合は、あわせてその旨を記載すること。

オ 令和８年度から令和１３年度までに係る全ての経費（導入費・運用費等を合

わせた全ての経費）を算出すること。なお、機能要件を満たすためにカスタマ

イズ対応が必要な場合は、当該費用に伴う経費もあわせて記載すること。

８ 資料の所有権

(1) 本プロポーザルでの提出書類については、本市の所有物として本市が保管し、

企画提案者へは返却しない。また、提出書類は、業者の選定を行う作業等、本市

が必要な範囲において、複製を作成することがある。

(2) 提出された企画提案書等の著作権等は、元来第三者に帰属するものを除き、そ

れぞれの企画提案者に帰属するものとする。また、第三者の著作物を使用する場

合は、著作権法に認められた場合を除き、企画提案者において当該第三者の承諾

を得ること。なお、第三者の著作物を使用した場合の責は、すべて使用した企画

提案者が負うものとする。

９ 選定方法

(1) 一次審査

参加表明者（企画提案書提出者）が５者以上の場合には、事務局による一次審

査（書類審査）を実施する。

(2) 二次審査

提出された企画提案書及びプレゼンテーション等により、審査を行う。

ア 日時（予定）

令和８年６月２５日（木）

実施日時については、令和８年６月１７日（水）までに、メールにて通知す

る。

想定される費用については、経費見積書に含め

ないこと。

11 追加提案 ・上記１～10 で説明した内容以外で、提案上限額

の範囲内で実現可能な独自の提案等があれば説

明すること。（追加提案に係る費用は、上記１～

10 に係る提案費用と分けて経費見積書に具体的

に内訳を記載すること。なお、本提案及び追加

提案の費用合計は提案上限額以内とすること。

ただし、追加提案において将来的な拡張性等に

関する提案を行う場合は、経費見積書に当該費

用は含めず、企画提案書に想定される費用及び

当該費用は経費見積書には含まれていない旨を

明記すること。）
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イ 場所

江別市民会館

ウ 参加者

二次審査に参加する説明員等は、６名以内とし、オンラインによる出席は認

めない。なお、プレゼンテーションは、企画提案書の実施体制に記載のプロジ

ェクトメンバーが行うことを原則とする。

エ １者当たりの所要時間

① 準備：１０分

② プレゼンテーション（デモンストレーションを含む）：６０分

③ 質疑等：２０分

オ プレゼンテーションについて

① プレゼンテーションは、企画提案書に記載された内容について、ポイント

を時間内に説明するものとし、提案外の説明は認めないものとする。

② デモンストレーションは、提案システムのデモンストレーションの環境が

動作する実機を企画提案者にて準備の上、「デモンストレーション実施内容

（別紙１）」に沿って実施すること。

オ 留意事項

スクリーン及び電源は本市で用意する。企画提案者は二次審査で使用するＰ

Ｃその他必要な機材等を持参すること。インターネット環境及びプロジェクタ

ー等は本市では用意しない。

(3) 審査方法

ア 一次審査

事務局において実績評価、機能評価及び価格評価を行い、上位４者を選定す

る。企画提案者が４者以下の場合は、実施しない。

イ 二次審査

提出された企画提案書、プレゼンテーション（デモンストレーションを含

む。）及び質疑応答により評価を行い、総合的に最も優れた企画提案者を 最優

秀者（受託候補者）とする。なお、参加者が１者の場合でも、業務目的の達成

が見込まれる場合は、選定を行うこととする。 ただし、合計点が総合点の５

割に達しない場合は、最優秀者（受託候補者）を特定しない 。

(4) 評価基準

別紙２「評価基準表」のとおり

10 失格要件

本プロポーザルの企画提案者又は提出された企画提案書等が、次のいずれかに該

当する場合は失格とする 。

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合。

(2) 企画提案書等の提出方法、作成形式等が本実施要領に適合しない場合。

(3) 経費見積書の金額が提案上限額を超えた場合（内訳毎の提案上限額を超えた場

合を含む。）。

(4) 二次審査を欠席した場合。

(5) 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等があった

場合。

11 契約の締結
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(1) 受託候補者として選定された者を随意契約の相手方として、契約締結の協議を

行う。原則として企画提案書等に記載した内容や、二次審査で説明、質疑に対し

て回答した内容は、本業務の仕様として位置付けるものとする。ただし、本業務

の目的を達成するため、受託候補者との協議により項目を追加、変更及び削除す

ることがある。また、提案上限額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調

整を行うことがある。なお、協議が不調となった場合は、次点候補者と協議を行

うものとする。

(2) 令和９年度以降からの運用及び保守に関する契約は、本件に係る新年度予算の

議決が得られた場合に締結するものとする。

12 問合せ・提出先

〒067-8674 江別市高砂町６番地

江別市総務部総務課

電話：011-381-1005／メール：somu@city.ebetsu.lg.jp

13 再委託

(1) 本業務の全部を再委託してはならない。

(2) 本業務の一部再委託は、企画提案書に記載がある場合を除き、原則として認め

ない。

(3) 受託者は、再委託先に対し、本契約における受託者の義務と同等の義務を負わ

せるとともに、再委託先の行為について全ての責任を負うものとする。

14 その他

(1) 本プロポーザルに係る経費は、企画提案者の負担とする。

(2) 提出書類は、返却しない。

(3) 提出書類の再提出等は、認めない。ただし、本市が認めた場合はこの限りでな

い。

(4) 本プロポーザルにおいて、提出された資料等は江別市情報公開条例（平成１４

年条例第７号）の規定に従い、開示請求の対象となる場合があることに留意する

こと。

(5) 本市と企画提案者の間で仕様書等の解釈に関する疑義が生じた場合は、本市の

解釈によるものとする。契約締結後も同様とする。

(6) 本実施要領に定めのない事項及び疑義のある事項については、協議の上、定め

るものとする。

15 遵守事項

(1) 本市から得た資料・情報等を他に流用・提供等することを固く禁ずる。

(2) 本プロポーザルを辞退した企画提案者、又は評価の結果本市との契約に至らな

かった企画提案者は、本市から得た資料等を速やかに確実な方法で処分すること。


